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ピリプロキシフェンに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）について

の意見・情報の募集結果について 
 

１．実施期間 令和元年６月１９日～令和元年７月１８日 
 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
 
３．提出状況 １通  
 
 
４．頂いた意見・情報及びそれに対する食品安全委員会の回答 

頂いた意見・情報※ 食品安全委員会の回答 
1000 種類を超える残留農薬が認めら

れている現状で、複合影響をチェックす

ることなしに次から次へと認められて

いる状況は異常です。単品では微量でも

1000 種が重なっただけで複合影響がな

くても量的に閾値を超えるのではない

でしょうか？ 

食品安全委員会では、国民の健康の保

護が最も重要であるという基本的認識

の下、科学的知見に基づき客観的かつ中

立公正に、食品を介した農薬の摂取によ

る人の健康への影響について評価を行

っています。 
一日摂取許容量（ADI）及び急性参照

用量（ARfD）の設定では、各種毒性試

験で得られた無毒性量から、ヒトと毒性

試験に供した動物との種差及びヒトの

個人差を考慮した安全係数100を除して

決めています。 
食品安全委員会は、今回設定したADI

及びARfDに基づき適切なリスク管理措

置が実施されれば、残留した本剤の食品

を介した安全性は担保されると考えま

す。 
お問い合わせの複合影響については、

現段階では国際的にも、評価手法として

確立したものはなく、基礎的な検討段階

にあることから、現段階では総合的な評

価は困難であると考えています。 
また、複数の農薬が同時に摂取された

場合の人への健康影響について、 
FAO/WHO では、 
① 100 倍の安全係数には、複数の化

合物の暴露を受けた場合に起こり

うる相乗作用も考慮されている 
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② 相互作用については、農薬だけで

なく人が暴露する可能性のある全

ての化合物についての問題であ

り、その組み合わせは膨大となる

ことから、非常に低いレベルでし

か存在しない残留農薬の相互作用

のみを特別の懸念として取り上げ

る必要はない 
とされています。 

※頂いたものをそのまま掲載しています。 


